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第６回大規模な災害等緊急事態への県議会の対応に関する検討会（議事概要） 

 

日 時 平成 30 年 11 月 27 日（火）10：48～11：58 

場 所 議事堂６階 601 特別委員会室 

出席者 大規模な災害等緊急事態への県議会の対応に関する検討会委員１０名 

資 料 第６回大規模な災害等緊急事態への県議会の対応に関する検討会事項 

 書 

    資料１ 大規模な災害その他の緊急事態への対応に関する三重県議会 

        指針（案） 

    資料２ 県外調査等を踏まえての検討課題（案） 

    資料３ 緊急事態発生時の議員心得（案） 

    資料４ 検討会に招致する有識者 

 

中嶋座長：只今から、第６回大規模な災害等緊急事態への県議会の対応に関す

る検討会を開催いたします。 

     本日の協議に入らせていただきます。事項書をご覧いただきたいの

ですが、一つ目として、前回の検討結果及び 11 月 15・16 日に山形・

宮城・岩手の各県議会を訪問し、東日本大震災当時の議会の対応や、

その後作成したマニュアルやＢＣＰについて調査を行ったことを踏ま

えて、引き続き緊急事態発生時における三重県議会指針（案）の検討

を行ってまいりたいと考えております。 

その後、二つ目ですけれども、先の検討会で提案してご了承いただ

いた「緊急事態の発生時の議員心得（案）」の検討をお願いし、三つ

目でございますが、最後に、次回の検討会で招致する有識者について

ご報告したいと考えております。 

それではまず、前回検討いただいた三重県議会指針（素案）の後半

部分について、いただいたご意見を反映させた資料１をご覧下さい。

資料１の「修正後の指針（案）」と、県外調査を踏まえ検討が必要と

思われる課題を資料２「県外調査等を踏まえての検討課題（案）」と

して整理をさせていただきました。県外調査を踏まえた委員の皆さま

からのご意見をいただきながら、検討を進めてまいりたいと思います。

まず事務局から項目ごとに説明してもらいます。資料１と資料２を併

せてご覧いただきながら、ご検討をお願いいたします。 

それでは、はじめに「⑤議会の災害組織」から説明をお願いしたい

と思いますので、事務局お願いします。 
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（事務局 資料１・資料２ 説明） 

 

中嶋座長：まずはこの「⑤議会の災害組織」のところについて、前回の議論の

結果と県外調査を踏まえて、改めて検討したい課題についての説明で

ありましたけれども、このことについてご質問、ご意見等ございまし

たらお願いしたいと思いますが如何でしょうか。 

廣 委員：私個人の考えですが、やっぱり危機管理委員会というか、そういっ

たのはあらかじめ作っておく方が私はいいのかなというふうに思いま

した。 

中嶋座長：それは山形県のような常設のものということですか。 

廣 委員：はい。常設です。 

中嶋座長：他にご意見如何ですか。廣委員、もしよければその理由をもう少し

加えていただけるとありがたいんですけれども。それと想定するよう

なメンバーとか。 

廣 委員：想定するメンバーというのは、また議会で諮ったらいいと思います

けども、やっぱり何か、防災といいますか、危機が起こることを前提

に、もし起こった場合はどうしていくかということはやっぱりあらか

じめ想定して、そういうことが起こること自体で、今後の対策という

のも立てておく、そういう委員会がやっぱりあった方がより具体的な

動きにも繋がっていくかと思いまして、そういうのも設置しておく方

がいいと思いました。 

中森委員：すでに我々のこの議論については一定進んでいる中で、表現は別と

して、現行の代表者会議を中心としたメンバーで構成するというとこ

ろまでお話していただいたと理解してまして、そこに加えてさらに地

域関連とか議長が必要な方を入れるという項目を加えていただいて、

対象となる災害が発生したら自動的にそれが、名称は別として、そう

いう組織体制がもう既にできていると。これについてはあらかじめ議

員に当然マニュアルか何かで周知をするわけで、周知されておれば、

対象災害が発生すれば、自動的にそれが招集されるということとなる

わけで、廣委員がおっしゃるような、事前に準備するというのは既に

そういう準備が、今決めていることが準備ではないかなというふうに

思ったりするんです。表現はまた今これからと思いますけれども。表

現というか名称とかね。とりあえずそういう組織、形はできているん

だろうと思いますので、廣委員のおっしゃる形は我々今まで話したの
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と一緒なのか、いやいや全然違う話なのかということだけちょっと教

えていただければありがたいですけども。 

廣 委員：私としましては災害が起こった時に集まるメンバーが決まっている

けども、ただそこで新たに何か議論していくんじゃなくて、もともと

もう常設として決めておいて、そこの委員会の中で災害発生時、発生

後のことだけを考えて手段を講じておくべき、物事も考えておくべき

じゃないかなと私は思います。ですから、何回もずっと、災害が起こ

った時点で集まってやるんではなくて、常設でずっと考えていくこと

が大切なんじゃないかなと思います。 

野村委員：私も中森委員と同じで、災害が起こった時の対応ですので、先ほど

言われるように代表者会議のメンバーが中心でプラス議長が必要と認

める者というのがあるんですけども、それでいいのではないか。逆に

廣委員の言われる会議となると、今のこういった検討会が、そこのと

ころをやっているんではないかと思うので、災害が起こった時という

ふうに考えれば、代表者会議のメンバーが中心になってというところ

でいいとは思うんですけども。 

中嶋座長：山形県の場合は、常設の危機管理委員会というものが発災後一週間

以内の対応を行うということになっているけれども、これまでの議論

としては発災後の対応については代表者会議プラス議長が認めた者で、

名称はわからないですけれども、災害対策会議みたいな形に切り替え

てという話で進めてきたんですが、山形県を見て、廣委員はそういう

ふうに思われたということなんですけども、今までどおりでいいんじ

ゃないかという意見と二つあるんですが、これまで議論してきたこと

で、如何ですか、ほかの皆さん。 

中村委員：災害が発生した時は、とんでもない、いろんなことを想定して動く

わけです。多くの議員の皆さんにもいろいろ周知をしないといけない

し、大混乱の中なので、そこは多分押さえるというかまとめるのは代

表者会議だと思うんですけど、それはあくまでも一時的で、すぐにこ

の災害の状況を見てどうするかというのは、すぐにまた特別委員会な

りを作って、そこがしっかりと復興に向けたいろんな議論をしていく

ということになるので、極めて大混乱の中の全体を掌握するというこ

とであれば、代表者会議を廣委員が言われたようなそういう形に見な

していくという形が一番いいんじゃないか。代表者会議が何ヶ月も続

いていくわけじゃないので、そんなイメージを持っていますけど。議

論したいのは、やはり代表者会議プラス議長が必要と認める者、これ
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をどんな議員、どんな立場の方に入っていただく、その方かなという、

そんなイメージです。 

津村委員：私も個人的な意見ということで、災害が起こった時、あるいは災害

が起こってすぐ初期対応をどうしていくかというのを決めているのは

今のこの検討会だと思っていますので、常設までは必要ないのかなと

いうのは私の感想なんですが、ただ、常設の委員会を作って、防災訓

練とかやられていましたよね。防災訓練というのは、あれはあれで、

すごく必要かなと思いますので、そういうことに対して議長の下でそ

ういうことをしっかりと取り組んでいく必要はあるのかなというふう

には思っています。 

中嶋座長：後半の資料２－４の方には避難訓練の企画・実施主体の話、指針の

見直し、改訂をどこが行うかということも、後ほど議論させていただ

こうと思っていまして、今のご意見はそこも踏まえてということで。 

津村委員：はい。 

岡野委員：私も中森委員の言われるようなことでいいんじゃないかなと思いま

す。いろいろと組織を別に作るとまたややこしくなってくるような気

がしますので、それをそのように見なすというふうにしてもらったら、

できることではないかなと思います。 

田中委員：同じなんですけども、廣委員の言われることはよくわかるんですけ

ども、やはり先ほど言われましたように、混乱という部分もあります

し、やっぱり代表者会議の中できっちりやって、それからあと、常設

委員会を設けるんでしたら、やっぱり中村委員も言われましたけども、

その後の対応をどうしていくのかということで、常設の委員会を設け

たらどうかなというふうに思います。 

中嶋座長：例えば特別委員会の設置だとかというイメージですよね。平時の常

設ではなくて、災害対応の常設というか。 

田中委員：はい。 

中嶋座長：だいたいそんなご意見なので、廣委員どうですか。 

廣 委員：私としてはやっぱり前もって作っておく方が、より深い議論もでき

ていいのかと思いましたけど、皆さんがそういうのであれば、それは

それで。 

中嶋座長：おっしゃっていただいている部分はやっぱり運用・見直しのところ

でどう工夫していくかというところで意見としてまたアイデアを欲し

いなと思いますので、後ほどの議論でさせていただければと思います。

それでは、まずは体制としては現行の代表者会議のメンバープラス議
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長が必要と認める者という前回の結論でいかせていただくということ

でよろしいでしょうか。 

あと、自動招集の時期なんですけれども、現在の三重県議会のマニ

ュアルでは５日後の午後１時に自動招集となっておるんですが、今回

の東北の各県議会は発災後３日後という規定であったんですが、これ

についてご意見如何でしょうか。 

廣 委員：私も前言わせてもらったように、５日後ではちょっとあまりに遅い

んじゃないかなという気がしていまして、やはり３日、または２日で

もいいかなというぐらいの日にした方がいいのかなというふうに思っ

ております。 

中森委員：三重県は南北に長くて、１日というのは１時間、すぐと言っても、

日が変わる日もあれば、変わってからの日もありますので、１日目と

いうのはなかなかカウントしにくいというのは当然あります。だから、

２日後となると本当に１分前でも１日前になるので、大変なマニュア

ルを作るとあれやもんで、３日後というのはだいたい他のそういうと

ころを見ると、３日後というのはなかなかよくできた、速やかな招集

の理論もそこに含まれているのかなと思ったので、５日後となるとち

ょっとさすがにあれなので、３日後であれば三重県北から南まで何と

か対応してもらえるのではないかなというふうに考えますと、３日後

に今回せっかく行って、先進地というところ拝見したらですね、学ぶ

ところは学んだらどうかなというふうに思いました。 

中嶋座長：ちなみに山形県の資料をもう一回見直すと、翌々日となっていて、

例えば、今日の夜中の１１時に災害が発災したら、明日、明後日の午

後１時という、それが３日後という言い方になっているんですけども、

そのイメージですか、皆さん。事務局どうでしたか。 

西塔調整監：確か山形は宮城に倣ってという話をしてみえまして、宮城県は金

曜日にこの３．１１の災害が発生しまして、ご説明の中では土、日挟

みまして、月曜日１日、この日を連絡の日に充てまして、火曜日には

会議をすることができましたという報告で、そういう意味で中１日お

いて火曜日できたと。そこからこの翌々日という表現になっているの

かなと思うんですが、ただ、この場合は土日を挟んでおりましたので、

それをそのまま本当にできるのかなと、個人的にはちょっと気になっ

た部分ではあります。 

中嶋座長：確かにそうですね。ただ、皆さんの感覚でいくと５日後というのは

ちょっと遅いんじゃないのという意見ですかね。基本的に３日後自動
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招集ということでこの検討会としての案としていってはどうですか。 

津村委員：仮に木曜日とかになったら土曜日とか日曜日に招集になるというこ

と、曜日関係なくということになりますか。 

中嶋座長：そこの意識は合わせておきたいんですが、私としては土日関係なく

という感じで思っているんですけども。 

津村委員：そこをちゃんとしておきたいです。月曜日の夜中の０時５分になっ

たら月曜日１日として、火曜日、翌日、水曜日ですよね。 

野村委員：自分も表記の仕方を３日後とおくのか、宮城県みたいに翌々日とい

うふうにするのかと思うんですけども、イメージとしては、土日関係

なくて、翌々日ぐらいがいいのかなというふうには思うんですけども、

なんせ５日後というと何か１週間ぐらい経っているような感覚になっ

て、やっぱり３日ぐらいに行こうと思うと翌々日ぐらいかなと思うん

です。その中にも時間も午後１時というのがありましたので、その辺

りのところも参考にさせてもらえれば、逆に２日半で、出るんかなと

いうふうに思うので、どうかなと思います。 

中村委員：５日後に決めた経過の中に執行部サイドの事情というか、大混乱し

ている中で、そこへというのか、あるいは議会の主体的な形ですぐは

無理だろうということで５日にしたのか、その辺だけ確認したうえで、

せっかくずっと見てきた中で、僕の質問させてもらった時に、２日な

いしは３日で集められるという、実際体験したところがそうやってお

っしゃってみえるので、そこら辺だけ、５日とした状況だけちょっと

確認したうえで、できるものであればなるべく早くがいいなと、そん

な感じがしますけども。 

中嶋座長：事務局わかりますか、そこら辺。 

西塔調整監：５日後にしました理由はちょっと調べてみないと実際わからない

ところがあります。確認ができそうであればそこはさせていただきた

いと思います。ただ、あまり記録としては執行部がという部分はなか

なか出てきにくいのかなという感じはあります。 

中村委員：特に大きな支障がないのであれば、３日後ないし、ちょっとでも近

いところでやるのがいいと思います。 

中森委員：それで３日後にしていただいて、原則論は３日後、もしくはという

のか、日曜日、祝祭日翌日にしておいて、例外を何か、それはそうい

うことのない例外が起きて、議長が必要なのを認めた場合この限りで

はないぐらいにしておいて、５弱の状態で基準にはなっていますけど

も、日曜日わざわざ招集するかどうかということになってくると、現
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実問題、月曜日でもいいやないかというのがもしかしたらあるかもわ

かりませんので、その辺はちょっと程度に応じて翌々日を原則としな

がらも、その辺日曜日、本当に議会が集まるべきかどうかというのは、

もう少し確認しておく必要があるのではないかと思うんですけども、

ちょっと気になるところがあります。 

中嶋座長：山形県のマニュアルを見ますと、被害状況を勘案して開催日時等を

変更する必要があると判断する場合、または開催する必要がないと判

断する場合についての規定もあるので、それを同じように準用しては

どうだというご意見ですよね。 

中森委員：そういうことを入れておいてはどうかなと思います。 

中嶋座長：ありがとうございます。３日後というのはよく言う７２時間のデッ

ドラインの話を踏まえてだと思いますので、基本的には皆さん５日後

というのではちょっとゆっくりすぎるということで、ちょっと詳細に

ついては正副に表現も含めて預けさせてもらってもいいですか。基本

的に山形県、宮城県を参考にしながら規定をその辺り見直したいと思

います。ありがとうございます。 

あと、緊急通行車両証なんですけど、今、現行のマニュアルもよく

見ますと、議会事務局のマニュアルの方に、緊急車両のことが書かれ

ておりまして、ただ、これ正副議長の公用車だけになっています。山

形県は、うちでいうところの代表者会議メンバーの私用車についても

事前登録してというか、すぐ発行してもらえるような手続きをしてい

るところなんですが、本県の場合はどうしたらいいかなというご意見

をいただきたいんですが。現行のままでいいか、代表者会議メンバー

まで広げておくか。 

中森委員：正副議長車ももとよりですけれども、私用の車となれば、非常にそ

の手続きや私用の車もあらかじめ登録する必要があるので、手続き上

大変難しい部分があるんではないかなということが懸念される中で、

公用車、正副議長車以外の公用車について緊急車両と認められるよう

に対応しておけば、正副議長以外の対応の車を緊急車として利用でき

るような道を残しておけば対応できるのではないかなと思うんですけ

ども。 

中嶋座長：公用車を対象にするということですね、ご意見としては。 

中森委員：そうですね。公用車を。 

中嶋座長：ほかご意見如何ですか。正副の公用車だけではちょっと心もとない

ので、ほかの議会の所有している公用車については全て緊急車両通行
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標章を事前に登録しておくと。速やかに発行してもらえるようにする

というのでいいんじゃないかということですね。２台あるそうでござ

いますので、計２台から４台になるというご意見ですね。 

中森委員：４台で対応したらどうですか。どういう動きかは別として４台あれ

ば普通と思うけど。私用って大変難しいよ、そうは言うけど。私用も

被災しちゃって、その車があかんだら違う車で行かないといけない。

借りないといけない場合もあるで、そんなの大変なことになるかなと

思って。 

中村委員：今から固定してしまうというよりか、どういう状況ができるか想像

がちょっとできないので、表現ちょっと曖昧かもわからんけども、そ

の時必要な場合はあらかじめやけど。 

廣 委員：もし車両の標章がいるのであれば、我々も登庁しやなあかんときに、

どうしても必要になってくるのであれば、前もって議員はもらってお

くべきというか、取っておいてもいいんじゃないかという気がします。 

中嶋座長：山形県で聞かせていただいた範囲でいきますと、事前の発行という

のは制度上できないということなので、登録しておいて近くの警察署

か、高速道路の入り口で発行してもらう手続きを事前に定めておくと

いう話でした。そういう意味では、私用車のナンバーを登録していら

っしゃるんだと思うんですが、それも範囲としては全議員ではなくて、

私どものいうところの代表者会議のメンバープラスアルファのところ

だけということになっていますが、ただそれでは現実的に対応が不可

能な場合もあるかもしれないのでということで、中森委員の方からは

公用車だけでいいんじゃないかというご意見をいただいたところなん

ですけれども。 

廣 委員：車両じゃなくて、例えば免許証ね。免許証で登録しておけば、今で

きると思うんですよね。議員が行ってそのまま、登庁しなきゃいけな

い時、緊急に、そういう時には必要になってくるんじゃないかと思い

ますけどね。 

中嶋座長：ここは実は私どもだけでは決められなくて、県警本部との協議が必

要になってくる部分ですので、案としていただければと思うんですが。 

津村委員：今、廣委員が言われたように、確かに代表者会議メンバーを含めて、

緊急に招集、３日後には招集しなければいけないということもありま

すので、やっぱり一定、どの範囲かは別にしても議員も事前登録は必

要なのかなというふうには思いました。ただやっぱりどの範囲かとい

うか、どういう許可の取り方なのかちょっとわからないので。 
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中森委員：もうひとつ確認したいのは、緊急通行車両というのは緊急車両じゃ

ないんですよね。緊急車両というのは赤ランプを点灯するしかないわ

けやから、これは道路交通法上赤ランプを付けた回転灯を有したもの

が緊急車両で、すべからく特権があるわけです。緊急通行車両標章と

いうのは赤ランプと違っているので、通行止めとか、一方通行とか、

進入禁止のところとか、優先の災害用物資を入れる専用道路にした場

合と同じような、この標識のある車は災害物資を運びます、会議に出

ますというような、そういうようなのを私は思っているんやけど、そ

れをちょっと確認しておかないとあかんかもしれません。 

野村委員：私も以前にＮＴＴに勤めていた時に、緊急車両標章というのをもら

うんです。そうすると緊急時には一方通行を逆走するとか、そういう

ことが可能な車両というのが事前に登録してあると、１年間ぐらいで、

毎年更改するんですけれども、そういうイメージやと思うんですけど

も、常時できるものでもないと思うので、先ほど中森委員が言われる

ように、通行止めのところや、そこへ物資を運ぶ車と同じように行け

るという範囲かなというふうには思いますけどね。 

中嶋座長：使途としてはそのとおりだと思います。現在のところ、登録車両番

号になっていますので、免許証ではちょっと制度上難しいと思われる

んですが、その辺り、制度のことも含めて、今の正副議長車だけでは

なくて、もう少し広げた方がいいんじゃないかというご意見で、でき

れば代表者会議メンバーはできないかというご意見と承らせていいで

すかね。ここはやっぱり相手方がいる話なので、一度その可能性も含

めて、これも正副のほうで引き取らせていただくことでお願いします。 

野村委員：山形県かどこかで、事前登録時の場合は議員個々の車はやっぱり難

しいというようなことを言われていましたので、その辺のところを確

認してもらって、やる方がいいかなというふうに思います。 

中嶋座長：ありがとうございます。すみません、ちょっとこの辺については制

度的なものも含めてさせていただきたいと思います。検討課題の資料

２－１の方は以上でよろしいですか。 

全  員：異議なし。 

中嶋座長：では、続きまして、前回の結果等から、事務局の災害組織のことに

ついて事務局お願いします。 

 

（事務局 資料１－⑥事務局の災害組織 説明） 
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中嶋座長：非常にうちのマニュアルも充実したものですので、前回マニュアル

の課題についてもピックアップしてということで宿題をいただいてい

たので、（２）、（３）についてはその辺りなんですけれども、まず議

事堂が使えない場合の代替場所の指定のことについていかがでしょう

か。本会議場です。 

中森委員：議事堂が使えない場合というのは、皆さん認識していただきたいの

は、行政棟も耐震補強しながら免震性を高めた建物に改修してあるん

です。この建物も年度は違いますけども耐震性は一定あるわけです。

一定という言い方は変だけどもあるんです。ここは使えないのと同時

に、行政棟の場所とかこのへんのことですね、代替とするのやったら

意味のないわけで、ここへ来れないとか、別の意味の電源が遮断され

て、電力が全然来ないという。建物は無事でも電気が入って来ないと

かというようなこと、使えない状態ということと想定されますので、

もし使えない場所を想定するならば少し離れた場所で、全然交通形態

が違うところとか、場合によっては松阪市とか、伊賀市とかですよ。

それぐらいの設定をするのかですよ。ちょっと離れた、津波の問題を

考えると、ここは津波の心配はないというふうに思っているんですけ

れども、要するにそういうような使えない状態を設定した場合の想定

を頭の中に入れたうえで、代替場所を決めるということにしていただ

いた方がより現実的というのか、その方がいいと思うんだけども、私

の意見は。 

中嶋座長：結論的には代替場所の指定はいらないんじゃないかという。 

中森委員：いらないんじゃないかな。しても四日市庁舎とか、極端に言うと、

四日市はどうかわからんけど、どこがいいのかわからんですけども、

何かいい場所があればね。極端に言ったら伊賀庁舎とかね。極端に言

えば。そんな感じです。 

廣 委員：私も中森委員の意見に賛成ということで。別の場所でないといけな

いし、できれば自家発電とかそういうのがあるところを指定した方が

いいのかなという感じはします。 

田中委員：わざわざ指定する必要はないと思うんですよ。その場に応じてここ

は使える使えないのが出てくると思うので。その後考えればいいと思

いますので、わざわざ事前に指定する必要はないと思います。 

野村委員：自分も田中委員と同じように、指定したところを何個も決めていか

ないといけないことになるので、やっぱり終わってから立っていると

ころを使うというふうなことになるんかなと、現実的にですよ。わざ
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わざ指定するんではなくて、例えば書き方としては無事なところの県

有庁舎というふうにするのか、その辺りぐらいしかやれないのと違う

かなと思うんですけども。どこが残っているかどうかもわからないの

で、というふうなことまで想定すると、そう思いますけども。 

中嶋座長：ご意見としては、代替場所の指定は必要ないんじゃないかなという

ことですね。確かに行かせていただいた３県議会議事堂というのは若

干古い議事堂でしたので、この議事堂のように新しいものではなかっ

たというのは確かに差があるのかなという感じはあります。ではここ

については代替は特に指定する必要は、今もしていませんが、今のま

までいいんじゃないかということで受け止めさせていただきます。そ

れから、さっき説明のあったように一時待避場所が１階エントランス

ホールとなっておるんですが、これについての確認ですけれども如何

でしょうか。 

野村委員：確認させてほしいんですけども、この一時待避場所というのは、地

震や津波が起きたときに逃げる場所というふうな認識でいいんですか

ね。一時避難場所ということで。 

中嶋座長：本会議とか委員会をやっている時に、傍聴者の方をまず第一に、次

に執行部や議員というメンバーが一時的に集まる場所としてエントラ

ンスホールというのを指定しています。その後長引きそうであるなら

ば、近くの避難所とか一時避難所を議会事務局の職員が帰宅困難にな

った傍聴者とか議員の方に教えて、そちらへ誘導するというのが今の

マニュアルになっています。 

野村委員：自分たちの避難場所の認識なんですけども、ほとんど高台とか、外

というか、屋内というのはあんまり聞いたことがないので、エントラ

ンスホールというよりも外の庭ではないのかなというふうに思うんで

すが。これは私の認識の中ですけども。あまり建物の中で一時避難と

いうのはちょっと考えにくいのかなというふうに思いますけども。 

中嶋座長：宮城県議会は議事堂の前の広場という話でしたね。 

野村委員：よく、市やその辺りの町の一時避難場所といわれると、高台の小学

校のグランドとか、だいたいそういうふうなところになっているのか

なというふうに思うんですけども。そうなってくるとあんまり建物の

中で、その後のところは建物なら体育館を使ったりするんですけども、

一時避難ですので、僕は外かなというふうに思うんですが。 

中嶋座長：だいたい皆さん、そうだなという感じのご意見だと思いますので、

そうしますと議事堂前のエントランスホールじゃなくてエントランス



12 
 

という、玄関のところということですね。ありがとうございます。あ

と３つ目なんですけど、非常食の購入費用、実はこういう親睦会費で

やっていただいているのは私も知らなかったんですが、このことにつ

いてご意見いただきたいんですけども。予算を伴う話かもしれません

が。一応マニュアルには当分の間、議会事務局親睦会の負担というこ

とで、親睦会の会員の皆さんの了承を毎年いただいておるということ

なんですけれども、どうですかね。ちなみに事務局、年間いくらぐら

いかってわかりますか。 

西塔調整監：毎年というわけではなく、確か何年か分、賞味期限が何年かござ

いますので、何年か毎に、切れる度に乾パンですね、缶入りの乾パン

ですとか、お水、こういったものを更新しております。ちょっと費用

につきましては今手持ちで持っておりませんでして、申し訳ないんで

すけども。何年か毎にそこから、切れた物から更新していくというこ

とでございます。 

中嶋座長：ちなみに県庁の職員さんの備蓄はどうしているかってわかりますか。 

西塔調整監：防災のほうで消耗品で買える範囲は買っているということでござ

います。 

中嶋座長：県費で一応管理されているところですね。今経費削減のプロジェク

トもやっているところですが、親睦会だけじゃなくてやっぱり県費で

みてもらうべきじゃないかなと考えます。仮に県費は無理な場合でも、

我々議員も一部負担するべきではないかという思いがあって、ちょっ

と問題提起させていただいたんですが、皆さん思いはだいたい一緒と

いうところでいいですか。 

中森委員：議員が出せたらいいんだけども、出せないこととなる場合があるの

で、それだけ。津市はわからんけど、寄付金にならないかなと思って、

それだけちょっと確認しておかないと。お金を出しておくというのは

寄付行為になる場合があるんですよ。預かりかなんかどうかは別やけ

ど。それだけちょっと注意しないと、議員の場合はね。 

津村委員：確認なんですけど、さっきの説明では、議会事務局職員４０人分の

２日間の非常食はあるということやったんですよね。議員の分はない

ということですよね。やっぱり議会としてもいろんな発言の場を捉え

て県民の防災意識を高めなければいけないといろいろ言っている中で、

自分たちの分を自分たちで用意していないというのはやっぱり問題か

なというふうに思っていますし、それは寄付行為云々じゃなくて、あ

くまでも自分たちの分として、自分たちで購入しておいて、それで自
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分たちが使わなかった分、もし県民の方々がここへ避難してきてそれ

があるから提供するというのは多分そんなに問題ではないかな、緊急

事態ですし、という気もしますので、最低限毛布やら非常食やらとい

うのはやっぱり議会としても揃えるべきなのかなというふうには感じ

ました。 

中嶋座長：ありがとうございます。議会としてももう少し備蓄をするべきだと

いうご意見、原資については基本的には県費で見るべきではないかと

いう意見が多い中、仮に私費でということになった場合の寄付行為と

の関係についてちょっと整理させていただいて、正副議長で預からせ

ていただくということでよろしいですかね。 

全  員：異議なし。 

中嶋座長：ありがとうございます。それでは次の３、災害対策本部から議員へ

の連絡、議員から災対本部への連絡について事務局説明お願いします。 

西塔調整監：すみません、連絡の前に。 

中嶋座長：情報共有か。 

西塔調整監：そうですね。 

中嶋座長：情報共有のところで前回の意見でちょっと地域機関の話がありまし

たので、それも併せて説明をお願いします。 

 

（事務局 資料１－⑦情報共有、⑧災害対策本部⇒議員、⑨議員⇒災害対策本

部説明） 

 

中嶋座長：まずは情報共有のところで、地域機関や各市町の災対本部で情報収

集を行う場合の規定のことなんですが、これについては特によろしい

ですか。 

全  員：意見なし。 

中嶋座長：それでは資料２の方の③の連絡方法、今、現行はＦＡＸをメインと

していますが、これについてご意見を賜りたいんですが。 

中森委員：ＦＡＸがだめということではなしに、ＦＡＸにしろ、災害の時にそ

のＦＡＸが使えるかどうかというのは別の話ですね。非常時にはどう

いう事態が、ということも想定しながら、ＦＡＸに限らず、ラインで

あれ、いろんなほかのメールであれ、ほかの方法も、そのツールを使

うべきかなというふうに思うんですけども、ただ独自のシステムとな

ってくると、これまた別の問題が発生するんではないかなと。現状あ

るシステムを活用できればいろんな方法を使いながら、最終は使者も
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オッケーというぐらい、私の代わりに行ってくれみたいな、俺は行か

ん、そういうことも含めて、そういう連絡方法はいろいろあるんでは

ないかというふうに思いました。 

中嶋座長：一応現行のマニュアルではＦＡＸをメインとしつつ、連絡できない

場合は災害伝言ダイヤルを使って下さい。ないしはメールというのも

最後の手段になっているんですけども、他県ではメールが主というと

ころもあったり、あと安否については独自のシステムを見せていただ

いたようなところがあったということなんですが、今の中森委員のご

意見としては現行ベースでいいんじゃないかというところですね。 

中村委員：質問もさせてもらった時は、電話はほとんど使えないということだ

ったので、メールメインにして、あとメールでなかなか伝達できない

場合はほかの方法ということで、ＦＡＸとかもできるところがあると

思いますので、メインはメールにしておいた方がいいと思いますし、

また、議員の方もメールは使っていない方もあるかもわかりませんが、

そちらの方へシフトしていただくようなことを努力してもらった方が

いいんじゃないかなと思います。使えないものをメインにしておいて

も仕方がないですし。 

中嶋座長：おっしゃられるとおりです。ほか如何ですか。 

倉本委員：基本的には今のご意見に賛成なんですが、おっしゃるようにＦＡＸ

が使えないということが十分に想定されるので、最も使いやすいであ

ろうメールであるとかラインであるとかを活用する方がいいかなと思

います。加えてもうひとつ私が言いたいのは、発信側の手間と受け手

の手間、両方あると思うので、事前に準備ができるものであればシス

テム化まで、多分簡単な話、視察先でお聞きした範囲では、わりと既

存のちょっと名前を入れるとか、その程度で多分使えるような状況に

なるんだと思うので、安否確認であるとか、そういったものはシステ

ムを活用した方がより双方にとって情報を出す側と受ける側と両方に

とって簡略化できるんじゃないのかなと思いますので、それは平時か

ら準備しておけば済む話ですので、その辺は準備しておいた方がいい

のかなと思います。 

中嶋座長：ありがとうございます。現在県の執行部は、独自のシステムを今施

行していると聞いたんですけども、事務局、その辺り説明できますか。 

西塔調整監：今年度から新たなシステムを入れまして、前回までは自身が持っ

ている携帯電話のメールアドレスに連絡があって、それに返信をする

という形だったんですけれども、今回は自分の携帯電話から執行部が
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作っているシステムにアクセスをしにいって報告をすると。集計がそ

れの方が簡単になりますようです。そういうことで、一応職員は今試

行的に使っています。ただ、前回一度訓練した際には、アクセスが集

中しまして、ちょっとうまくいかない部分があったんですが、それを

今やり始めていると。集計が一覧で、誰が今出て来れるのか出て来れ

ないのかといった辺りも確認できるようなシステムを今構築しようと

しております。以前はメールでしたので、ほかの人の状況はわからな

かったんですが、そういった状況から改善しようとしております。 

中嶋座長：ありがとうございます。それを議会の方にも運用できないかという

ようなことも含めて倉本委員のおっしゃるシステムというのも検討し

てはどうかということで承らせていただくことでいいですか。そうし

ましたら、ここのところについては、中村委員のおっしゃっていただ

いたように、メールをメインにしつつ、その他のものも可能かどうか

も含めて、あとシステムの運用についても、ちょっとここも宿題とし

ていただいていいですか。調べさせていただきたいと思います。あり

がとうございます。それでは最後のところ、説明お願いします。 

 

（事務局 資料１－⑩運用・見直し 説明） 

 

中嶋座長：これについてご意見いただきたいんですけども。まずは避難訓練の

企画・実施主体ですが、次に出てくる指針の見直し、改訂とも絡んで

くるとは思うんですが。 

中森委員：この避難訓練というイメージと、防災訓練というイメージというの

がそれぞれあるわけですよね。防災訓練の中に避難が含まれているの

かなと思うんですけども。今までやっているのは避難訓練は議会で独

自でやってきたと。規模は別として。それは、やはり避難訓練は必要

ですけれども、防災訓練に及ぶかどうかというところは、これはちょ

っとやはり議会の力というか、議会の守備範囲を超えてしまうのでは

ないかなというところがあるので、県が行う、行政が行う防災訓練に

議会はどのように関与していくかとか、関心を持っていくかというと

ころは、やはりこの際関心を持って対応、極端に言うと邪魔にならな

いように、何ていうか、認識を共有することが大事ではないかなとい

うふうに思いましたけれども。避難訓練はさすがにしておくことは必

要ではないかな。継続しないとだめではないかなと思います。そうい

うイメージを持っています。 
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中嶋座長：執行部がやる大規模な防災訓練に議会としてどう絡んでいくかとい

うことも企画する範囲の中に入れるとするならば、それはどこがする

かというところなんですけどね。議会単体で防災訓練をやるのが難し

いというのはおっしゃられるとおりだと思います。流れ的に考えると

災害対策、非常時の代表者会議メンバーないしは議会運営のことに関

わることなので、議会運営委員会か、いずれかかなと思うところなん

ですが、どうでしょうか。 

岡野委員：議会の災害組織ということで代表者会議のメンバーというような形

が一番初動であるわけですから、そこをまず機能させるという意味で

もその訓練もそこが、というふうにしたらどうなのですか。 

中嶋座長：というご意見を賜りましたが、皆さんそのような形で。そうしまし

たら当然そのマニュアルの訓練結果も踏まえたマニュアルの改訂につ

いても代表者会議でということで、併せてということでよろしいです

か。 

全  員：異議なし。 

中嶋座長：ありがとうございます。これまでの避難訓練とはまた違う形の、今、

中森委員からのちょっとおっしゃっていただいたことも、やっぱりも

う少し意識してやっていく必要があるかなと。実際体動かして、一時

待避場所に逃げるとか、そういうことも含めてやるべきではないかと

いうことで承らせていただきます。資料２の最後なんですけれども、

その他としてちょっと私の方から、先ほど議論していただきました、

１、２、３、４以外に県外調査を踏まえて三重県としてやるべき内容

があるかどうか、それから、出来上がりの体裁というと言い方は変な

んですけども、今、私どもの議会はマニュアルというものが議員用と

事務局用と２種類あって、議会の方は基本的な対応として、初動期の

議員の役割、安否の報告方法、情報共有の仕方、伝達の仕方というこ

とが書かれてあります。さらに、本会議開会中か、休会、閉会中かに

応じてそれぞれ発災直後、発災３時間以内、５日以内、５日目午後１

時というふうな体裁になっているんですけれども、こういう形のマニ

ュアルの改訂をするというやり方と、全面的にこれは横に置いて、他

県の山形県のマニュアルのようなものを作り直す、ないしは宮城県と

かのようにちょっと文字だけずらずらずらと書いてあるのがあるんだ

けれども、コンパクト版を作る、そういう出来合いの体裁についても

ちょっとご意見いただきたいと思って挙げてあるんですが。まずは１

～４以外に県外調査を踏まえて指針に入れるべき内容って何か思いつ
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くものありますでしょうか。この後また各会派に一度持ち帰っていた

だくなりすることがありますので、改めてちょっと委員の皆さん行か

れた時の資料も見ていただきながら、他にやるべきものはないのか、

そのとき会派の方でご意見としてまとめていただくということで今日

のところはいいですかね。それと出来上がりのイメージですけども。 

中森委員：せっかくこういう検討会をしたり、積極的にこういう会議をもって

検討会を設けた限りは、体裁も大事ではないかなと。やっぱりイメー

ジを上げて、イメージというか、認識を新たにするという議員それぞ

れ、他の議員がですね、検討会以外の議員も認識を新たにするという

ことが肝要ではないかと思いますので、体裁も少し工夫をしてですね、

お、変わったな、どこちゃうんやろなと、こういうようにした方がよ

り効果、成果があるのではないかなと思いました。 

中村委員：今回こういう委員会を開いていること自体、全議員にやっぱり浸透

させていくということも大きな目的だというふうに思いますので、中

森委員のおっしゃることに大賛成でございます。 

野村委員：中森委員、中村委員の言うことに大賛成なんですけども、こういっ

たラミネートのがあって、あれで財布か手帳に入るサイズがあったん

ですけども、そういうのが一枚作ると、なかなかマニュアルを持って

いること自体が難しいので、初動期だけでもそれを見てすぐわかると

いうのを作った方がというふうに思いますけども。 

中嶋座長：というご意見ですね。携帯版にもう少し工夫をすると。ほかご意見

ありますか。 

全  員：意見なし。 

中嶋座長：ここについては事務局も含めて、体裁の在り方についてはまた検討

をちょっとさせていただきたいというふうに思います。これと関わっ

てくるんですが、次の資料３「緊急事態発生時の議員心得（案）」を

ご覧いただいて、事務局簡単に説明お願いできますか。 

 

（事務局 資料３ 説明） 

 

中嶋座長：一度ちょっとこんなんも作らせていただいたんですが、こんなんも

マニュアルの中に盛り込めないかなと思っています。ラミネートの裏

になるのかどうかわからないですけども。ちょっとそんなことも含め

て作らせていただいたので、これについてはまた会派としてご意見取

りまとめていただく時に併せてご議論いただければなと思います。内
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容としてはこれまで議論してきたことをコンパクトにわかりやすくま

とめたつもりであります。何か特にご意見ありましたら。 

全  員：意見なし。 

中嶋座長：よろしいですか、とりあえずは。それでは以上のいただいた意見を

反映した修正案を正副座長で作らせていただきまして、後日皆様に配

付をさせてもらいます。その修正案で次回の検討を最終的に行いたい

というふうに思っております。ちょっと後ほどまた正副で相談させて

もらいますが、今日のご意見等も踏まえて、どんな体裁になるかとい

うイメージも含めて、ちょっと正副で案を作らせていただいて、それ

を持って会派へ持って帰っていただくか、ないしはあまりにも変更点

が多そうでしたら、もう１回ちょっと検討会でたたいたうえで会派へ

持って帰っていただくか、そんなようなスケジュール感でいかせてい

ただきたいなと思いますがよろしいですか。 

全  員：異議なし。 

中嶋座長：それでは、最後に次回の検討会に招致する有識者について資料４を

ご覧下さい。説明お願いします。 

 

（事務局 資料４ 説明） 

 

中嶋座長：これから正副でまとめます指針（案）を皆様にお伝えすると同時に、

鍵屋先生にもお送りしてご意見を次回賜りたいと思っていますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

最後にその他として次回の検討会の日程ですけれども、有識者を招

いての第７回検討会を１２月２０日、議員勉強会終了後ということで

よろしいでしょうか。 

全  員：異議なし。 

中嶋座長：それではそのようにいたします。本日ご協議いただく事項は以上と

なりますが、ほかに何か、特にあれば。 

全  員：意見なし。 

中嶋座長：よろしいですか。ないようですので本日の会議を終了といたします。

ありがとうございました。 

 


